
�金沢市告示第86号

地方自治法 (昭和22年法律第67号) 第252条の36第１項の規定により､ 包括外部監査契約 (以下 ｢契約｣ という｡)

を締結したので､ 同条第５項の規定により､ 次のとおり告示します｡

平成18年４月１日

金沢市長 山 出 保

１ 契約の期間の始期

平成18年４月１日

２ 契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の額の算定方法

基本費用の額並びに執行費用及び実費の額の合計額

３ 契約を締結した者の氏名及び住所

林 幹二

金沢市笠舞本町１丁目２番36号

４ 契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の支払方法

監査の結果に関する報告の提出後に一括払｡ ただし､ 必要に応じ､ 概算払をすることができる｡
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

�金沢市告示第87号

平成18年度の金沢市国民健康保険条例 (昭和34年条例第５号｡ 以下 ｢条例｣ という｡) 第26条第１項の規定による

基礎賦課額の保険料率及び条例第31条第１項の規定により基礎賦課額から減額する額並びに条例第26条の11第１項の

規定による介護納付金賦課額の保険科率及び条例第31条第７項において準用する同条第１項の規定により介護納付金

賦課額から減額する額は､ 次のとおりです｡

平成18年４月１日

金沢市長 山 出 保

１ 基礎賦課額の保険料率

� 所得割 市民税所得割額の年100分の660

� 被保険者均等割 被保険者１人につき年29,640円

平成18年(2006年)４月１日 号外第９号 金 沢 市 公 報

― 1―

◎ 目 次 ページ

●告 示

○包括外部監査契約の締結について(行政経営課) 1

○平成18年度の国民健康保険料の料率等につい

て (保険年金課) 1

○地域包括支援センターの設置の届出について

(長寿福祉課) 2

○指定介護予防支援事業者の指定について

( 〃 ) 3

○要保護児童対策地域協議会の設置について

(こども総合相談センター) 5

○照明環境形成地域の指定及び照明環境形成地

域の照明環境形成基準並びに夜間景観形成区

域の指定及び夜間景観形成区域の夜間景観形

成基準を定めたことについて(まちなみ対策課) 6

○昭和44年告示第29号 (消防法第24条の規定に

より火災を発見した者の通報すべき場所につ

いて) の一部改正について (消防総務課) 12

●公営企業告示

○公共下水道の供用及び終末処理場による下水

の処理の開始について (建 設 課) 12

●公営企業公告

○平成18年度の下水道事業受益者負担金の賦課

対象区域について (建 設 課) 13

告 示

(毎月３回 １日 11日 21日発行)

号外第９号
平成18年 (2006年) ４月１日

〒920‐8577
金沢市広坂１丁目１番１号
発行所 � � � � �

(題字 山出金沢市長)



� 世帯別平等割 １世帯につき年30,000円

２ 基礎賦課額から減額する額

� 条例第31条第１項第１号の減額する額

ア 被保険者１人につき年20,748円

イ １世帯につき年21,000円

� 条例第31条第１項第２号の減額する額

ア 被保険者１人につき年14,820円

イ １世帯につき年15,000円

� 条例第31条第１項第３号の減額する額

ア 被保険者１人につき年5,928円

イ １世帯につき年6,000円

３ 介護納付金賦課額の保険料率

� 所得割 市民税所得割額の年100分の168

� 被保険者均等割 被保険者１人につき年9,480円

� 世帯別平等割 １世帯につき年5,520円

４ 介護納付金賦課額から減額する額

� 条例第31条第７項において準用する同条第１項第１号の減額する額

ア 被保険者１人につき年6,636円

イ １世帯につき年3,864円

� 条例第31条第７項において準用する同条第１項第２号の減額する額

ア 被保険者１人につき年4,740円

イ １世帯につき年2,760円

� 条例第31条第７項において準用する同条第１項第３号の減額する額

ア 被保険者１人につき年1,896円

イ １世帯につき年1,104円
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

�金沢市告示第88号

介護保険法 (平成９年法律第123号) 第115条の39第３項の規定により､ 地域包括支援センターの設置の届出があっ

たので､ 同法第115条の39第６項の規定により告示します｡

平成18年４月１日

金沢市長 山 出 保
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地域包括支援センターの名称 設 置 者 所 在 地 設置した日

お年寄り地域福祉支援センター

きしかわ
社会福祉法人 北伸福祉会 金沢市岸川町ほ５番地 平成18年４月１日

お年寄り地域福祉支援センター

ふくひさ
医療法人社団 福久会 金沢市福久町ワ１番地１ 平成18年４月１日

お年寄り地域福祉支援センター

かすが
医療法人社団 仁智会 金沢市春日町１番10号 平成18年４月１日

お年寄り地域福祉支援センター

おおてまち
医療法人社団 博仁会 金沢市大手町９番１号 平成18年４月１日

お年寄り地域福祉支援センター

さくらまち
医療法人社団 金沢 金沢市桜町24番30号 平成18年４月１日

お年寄り地域福祉支援センター

たがみ
医療法人 十全会 金沢市田上本町カ45番地１ 平成18年４月１日

お年寄り地域福祉支援センター

もろえ

社団法人 全国社会保険協

会連合会
金沢市諸江町上丁231番地２ 平成18年４月１日



―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

�金沢市告示第89号

介護保険法 (平成９年法律第123号) 第58条第１項の規定により､ 指定介護予防支援事業者の指定をしたので､ 同

法第115条の27第１項の規定により告示します｡

平成18年４月１日

金沢市長 山 出 保
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お年寄り地域福祉支援センター

くらつき
医療法人社団 映寿会 金沢市鞍月東１丁目９番地 平成18年４月１日

お年寄り地域福祉支援センター

えきにしほんまち
医療法人社団 博友会 金沢市駅西本町６丁目15番41号 平成18年４月１日

お年寄り地域福祉支援センター

ひろおか
社会福祉法人 北伸福祉会 金沢市広岡２丁目１番７号 平成18年４月１日

お年寄り地域福祉支援センター

かみあらや

社会福祉法人 やすらぎ福

祉会
金沢市上荒屋１丁目39番地 平成18年４月１日

お年寄り地域福祉支援センター

きたづか
社会福祉法人 北伸福祉会 金沢市北塚町西440番地 平成18年４月１日

お年寄り地域福祉支援センター

とびうめ
医療法人財団 松原愛育会 金沢市飛梅町２番１号 平成18年４月１日

お年寄り地域福祉支援センター

みつくちしんまち
社会福祉法人 陽風園 金沢市三口新町１丁目８番１号 平成18年４月１日

お年寄り地域福祉支援センター

ながさか
医療法人 積仁会 金沢市長坂町チ15番地 平成18年４月１日

お年寄り地域福祉支援センター

いずみの

財団法人 金沢市福祉サー

ビス公社
金沢市泉野町６丁目15番５号 平成18年４月１日

お年寄り地域福祉支援センター

ありまつ
医療法人社団 中央会 金沢市有松５丁目１番７号 平成18年４月１日

お年寄り地域福祉支援センター

やましな
社会福祉法人 洋裕会 金沢市山科町午40番地１ 平成18年４月１日

お年寄り地域福祉支援センター

まがえ
医療法人社団 扇翔会 金沢市馬替２丁目136番地 平成18年４月１日

事業所番号並びに事業所の名称
及び所在地

申請者の名称及び主たる事務所の所在地
並びに代表者の氏名及び住所 指定した日

� 事業所番号
1700100017

� 事業所の名称及び所在地
お年寄り地域福祉支援センター
きしかわ
金沢市岸川町ほ５番地

� 申請者の名称及び主たる事務所
社会福祉法人 北伸福祉会
金沢市岸川町ほ５番地

� 代表者の氏名及び住所
理事長 北本 廣吉
金沢市神野町西283番地

平成18年４月１日

� 事業所番号
1700100025

� 事業所の名称及び所在地
お年寄り地域福祉支援センター
ふくひさ
金沢市福久町ワ１番地１

� 申請者の名称及び主たる事務所
医療法人社団 福久会
金沢市福久町ワ１番地１

� 代表者の氏名及び住所
理事長 橋本 猛彦
金沢市東山１丁目31番28号

平成18年４月１日

� 事業所番号
1700100033

� 事業所の名称及び所在地
お年寄り地域福祉支援センター
かすが
金沢市春日町１番10号

� 申請者の名称及び主たる事務所
医療法人社団 仁智会
金沢市春日町１番10号

� 代表者の氏名及び住所
理事長 北中 勇
金沢市里見町21番地

平成18年４月１日
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� 事業所番号
1700100041

� 事業所の名称及び所在地
お年寄り地域福祉支援センター
おおてまち
金沢市大手町９番１号

� 申請者の名称及び主たる事務所
医療法人社団 博仁会
金沢市大手町８番20号

� 代表者の氏名及び住所
理事長 小池 留男
金沢市大手町８番23号

平成18年４月１日

� 事業所番号
1700100058

� 事業所の名称及び所在地
お年寄り地域福祉支援センター
さくらまち
金沢市桜町24番30号

� 申請者の名称及び主たる事務所
医療法人社団 金沢
金沢市桜町24番30号

� 代表者の氏名及び住所
理事長 宗広 忠平
金沢市桜町24番30号

平成18年４月１日

� 事業所番号
1700100066

� 事業所の名称及び所在地
お年寄り地域福祉支援センター
たがみ
金沢市田上本町カ45番地１

� 申請者の名称及び主たる事務所
医療法人 十全会
金沢市田上本町カ45番地１

� 代表者の氏名及び住所
理事長 岡 敬
金沢市大豆田本町甲536番地

平成18年４月１日

� 事業所番号
1700100074

� 事業所の名称及び所在地
お年寄り地域福祉支援センター
もろえ
金沢市諸江町上丁231番地２

� 申請者の名称及び主たる事務所
社団法人 全国社会保険協会連合会
東京都港区高輪３丁目22番12号

� 代表者の氏名及び住所
会長 安西 邦夫
東京都渋谷区広尾２丁目21番19号

平成18年４月１日

� 事業所番号
1700100082

� 事業所の名称及び所在地
お年寄り地域福祉支援センター
くらつき
金沢市鞍月東１丁目９番地

� 申請者の名称及び主たる事務所
医療法人社団 映寿会
金沢市鞍月東１丁目９番地

� 代表者の氏名及び住所
理事長 北元 喜雄
金沢市尾張町１丁目２番26号

平成18年４月１日

� 事業所番号
1700100090

� 事業所の名称及び所在地
お年寄り地域福祉支援センター
えきにしほんまち
金沢市駅西本町６丁目15番41号

� 申請者の名称及び主たる事務所
医療法人社団 博友会
金沢市駅西本町６丁目15番41号

� 代表者の氏名及び住所
理事長 菊地 誠
金沢市藤江南３丁目81番地

平成18年４月１日

� 事業所番号
1700100108

� 事業所の名称及び所在地
お年寄り地域福祉支援センター
ひろおか
金沢市広岡２丁目１番７号

� 申請者の名称及び主たる事務所
社会福祉法人 北伸福祉会
金沢市岸川町ほ５番地

� 代表者の氏名及び住所
理事長 北本 廣吉
金沢市神野町西283番地

平成18年４月１日

� 事業所番号
1700100116

� 事業所の名称及び所在地
お年寄り地域福祉支援センター
かみあらや
金沢市上荒屋１丁目39番地

� 申請者の名称及び主たる事務所
社会福祉法人 やすらぎ福祉会
金沢市上荒屋１丁目39番地

� 代表者の氏名及び住所
理事長 佐藤 清
金沢市京町27番31号

平成18年４月１日

� 事業所番号
1700100124

� 事業所の名称及び所在地
お年寄り地域福祉支援センター
きたづか
金沢市北塚町西440番地

� 申請者の名称及び主たる事務所
社会福祉法人 北伸福祉会
金沢市岸川町ほ５番地

� 代表者の氏名及び住所
理事長 北本 廣吉
金沢市神野町西283番地

平成18年４月１日



―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

�金沢市告示第90号

児童福祉法 (昭和22年法律第164号｡ 以下 ｢法｣ という｡) 第25条の２第１項の規定により要保護児童対策地域協議

会を設置したので､ 同条第３項の規定により次のとおり告示します｡

平成18年４月１日

金沢市長 山 出 保

１ 要保護児童対策地域協議会の名称

金沢こども見守りネットワーク

２ 要保護児童対策地域調整機関

金沢市福祉健康局

３ 要保護児童対策地域協議会を構成する関係機関

� 法第25条の５第１号に該当する関係機関
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� 事業所番号
1700100132

� 事業所の名称及び所在地
お年寄り地域福祉支援センター
とびうめ
金沢市飛梅町２番１号

� 申請者の名称及び主たる事務所
医療法人財団 松原愛育会
金沢市石引４丁目３番５号

� 代表者の氏名及び住所
理事長 松原 三郎
金沢市小立野１丁目14番８号

平成18年４月１日

� 事業所番号
1700100140

� 事業所の名称及び所在地
お年寄り地域福祉支援センター
みつくちしんまち
金沢市三口新町１丁目８番１号

� 申請者の名称及び主たる事務所
社会福祉法人 陽風園
金沢市三口新町１丁目８番１号

� 代表者の氏名及び住所
理事長 安田 隆明
金沢市西金沢新町203番地１

平成18年４月１日

� 事業所番号
1700100157

� 事業所の名称及び所在地
お年寄り地域福祉支援センター
ながさか
金沢市長坂町チ15番地

� 申請者の名称及び主たる事務所
医療法人 積仁会
金沢市長坂町チ15番地

� 代表者の氏名及び住所
理事長 岡部 雅夫
金沢市増泉１丁目19番17号

平成18年４月１日

� 事業所番号
1700100165

� 事業所の名称及び所在地
お年寄り地域福祉支援センター
いずみの
金沢市泉野町６丁目15番５号

� 申請者の名称及び主たる事務所
財団法人 金沢市福祉サービス公社
金沢市芳斉２丁目３番28号

� 代表者の氏名及び住所
理事長 平田 敏雄
金沢市山科３丁目17番13号

平成18年４月１日

� 事業所番号
1700100173

� 事業所の名称及び所在地
お年寄り地域福祉支援センター
ありまつ
金沢市有松５丁目１番７号

� 申請者の名称及び主たる事務所
医療法人社団 中央会
金沢市有松５丁目１番７号

� 代表者の氏名及び住所
理事長 吉田 周平
金沢市寺地２丁目17番15号

平成18年４月１日

� 事業所番号
1700100181

� 事業所の名称及び所在地
お年寄り地域福祉支援センター
やましな
金沢市山科町午40番地１

� 申請者の名称及び主たる事務所
社会福祉法人 洋裕会
金沢市山科町午40番地１

� 代表者の氏名及び住所
理事長 池田 商洋
金沢市大桑町イ８番地３

平成18年４月１日

� 事業所番号
1700100199

� 事業所の名称及び所在地
お年寄り地域福祉支援センター
まがえ
金沢市馬替２丁目125番地

� 申請者の名称及び主たる事務所
医療法人社団 扇翔会
金沢市馬替２丁目125番地

� 代表者の氏名及び住所
理事長 宮崎 誠示
金沢市馬替２丁目138番地２

平成18年４月１日



ア 金沢家庭裁判所

イ 金沢少年鑑別所

ウ 金沢地方法務局人権擁護課

エ 金沢保護観察所

オ 石川県中央児童相談所

カ 金沢中警察署

キ 金沢東警察署

ク 金沢西警察署

ケ 金沢市福祉健康局

コ 金沢市教育委員会学校教育部

� 法第25条の５第２号に該当する関係機関

ア 財団法人石川県母子寡婦福祉連合会ＭＣハイツ平和

イ 財団法人いしかわ子育て支援財団

ウ 財団法人21世紀職業財団石川事務所

エ 社会福祉法人金沢市社会福祉協議会

オ 社会福祉法人享誠塾

カ 社会福祉法人聖霊病院聖霊愛児園

キ 社会福祉法人聖霊病院聖霊乳児院

ク 社会福祉法人梅光会梅光児童園

ケ 社会福祉法人林鐘園

コ 社団法人石川県私立幼稚園協会金沢支部

サ 社団法人石川県労働者福祉協議会

シ 社団法人金沢歯科医師会

ス 社団法人金沢市シルバー人材センター

セ 社団法人日本助産師会石川県支部

ソ 独立行政法人国立病院機構医王病院

タ 特定非営利活動法人さわやかいいね金沢

� 法第25条の５第３号に該当する関係機関

市長が指定する者
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

�金沢市告示第91号

金沢市における夜間景観の形成に関する条例 (平成17年条例第58号) 第６条第１項の規定により､ 照明環境形成地

域を指定し､ 及び同条例第７条第１項の規定により､ 当該地域ごとの照明環境形成基準を定め､ 並びに同条例第14条

第１項の規定により､ 夜間景観形成区域を指定し､ 及び同条例第15条第１項の規定により､ 当該区域ごとの夜間景観

形成基準を定めたので､ 同条例第６条第４項､ 第７条第３項､ 第14条第２項及び第15条第３項の規定により､ 次のと

おり告示し､ 照明環境形成地域及び夜間景観形成区域の区域図を金沢市都市整備局まちなみ対策課において公衆の縦

覧に供します｡

平成18年４月１日

金沢市長 山 出 保

１ 照明環境形成地域の名称及び位置
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番号 区 域 名 位 置

1 自然環境地域 住宅環境地域､ まちなか地域､ 生活産業地域､ 生産業務地域､ 流通業務地域及び商業業務地

域を除く金沢市内の区域

2 住宅環境地域 旭３丁目､ 粟崎１丁目､ 泉野出町１丁目､ 泉野出町２丁目､ 泉野出町３丁目､ 泉野出町４丁

目､ 泉野町３丁目､ 泉本町２丁目､ 畝田東１丁目､ 畝田東２丁目､ 畝田東３丁目､ 永安町､

駅西新町１丁目､ 円光寺１丁目､ 円光寺本町､ 大額１丁目､ 大野町１丁目､ 大野町２丁目､

大野町３丁目､ 金石東２丁目､ 上荒屋２丁目､ 上荒屋３丁目､ 上荒屋４丁目､ 上荒屋６丁目､
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上荒屋７丁目､ 上荒屋８丁目､ 神野２丁目､ 神野３丁目､ 木越１丁目､ 木越２丁目､ 木越３

丁目､ 鞍月２丁目､ 窪６丁目､ 三十苅町､ 新神田１丁目､ 新保本１丁目､ 新保本２丁目､ 鈴

見台４丁目､ 太陽が丘１丁目､ 太陽が丘２丁目､ 太陽が丘３丁目､ 田上１丁目､ 田上２丁目､

田上新町､ 玉鉾５丁目､ 東力１丁目､ 東力２丁目､ 東力３丁目､ 富樫１丁目､ 富樫２丁目､

富樫３丁目､ 鳴和台､ 長坂１丁目､ 西大桑町､ 額新保３丁目､ 額新町１丁目､ 額新町２丁目､

額谷２丁目､ 花里町､ 疋田町､ 久安５丁目､ 福久１丁目､ 藤江北４丁目､ 伏見新町､ 平和町

１丁目､ 保古２丁目､ 馬替１丁目､ 馬替２丁目､ 馬替３丁目､ 三口新町､ みずき１丁目､ み

ずき２丁目､ みずき３丁目､ みずき４丁目､ 南御所町､ みどり１丁目､ みどり２丁目､ みど

り３丁目､ 緑が丘､ 南四十万２丁目､ 南四十万３丁目､ 三馬２丁目､ 矢木１丁目､ 矢木２丁

目､ 八日市１丁目､ 八日市２丁目､ 横川１丁目､ 横川２丁目､ 横川４丁目､ 米泉３丁目､ 米

丸町及び若松町２丁目の各全部並びに赤土町､ 浅川町､ 浅野本町､ 旭１丁目､ 旭２丁目､ 旭

町､ 荒屋１丁目､ 有松１丁目､ 有松２丁目､ 有松３丁目､ 有松４丁目､ 有松５丁目､ 粟崎町､

粟崎２丁目､ 粟崎３丁目､ 粟崎４丁目､ 泉２丁目､ 泉３丁目､ 泉が丘１丁目､ 泉が丘２丁目､

泉野町１丁目､ 泉野町２丁目､ 泉野町４丁目､ 泉野町５丁目､ 泉野町６丁目､ 泉本町１丁目､

泉本町３丁目､ 泉本町４丁目､ 出雲町､ 糸田１丁目､ 糸田２丁目､ 糸田新町､ 入江１丁目､

入江２丁目､ 入江３丁目､ 畝田中１丁目､ 畝田中２丁目､ 畝田中３丁目､ 畝田中４丁目､ 畝

田西１丁目､ 畝田西２丁目､ 畝田西３丁目､ 畝田西４丁目､ 畝田東４丁目､ 梅田町､ 駅西新

町２丁目､ 駅西新町３丁目､ 駅西本町１丁目､ 駅西本町２丁目､ 駅西本町３丁目､ 駅西本町

６丁目､ 円光寺２丁目､ 円光寺３丁目､ 大桑新町､ 大桑町､ 大友１丁目､ 大友２丁目､ 大友

町､ 大額２丁目､ 大額３丁目､ 大額町､ 大野町５丁目､ 大野町６丁目､ 大野町７丁目､ 大樋

町､ 大河端町､ 押野１丁目､ 押野２丁目､ 押野３丁目､ 角間新町､ 角間町､ 笠舞１丁目､ 笠

舞２丁目､ 笠舞３丁目､ 笠舞本町１丁目､ 笠舞本町２丁目､ 春日町､ 堅田町､ 桂町､ 金市町､

金石相生町､ 金石北１丁目､ 金石北２丁目､ 金石北３丁目､ 金石西１丁目､ 金石西２丁目､

金石西３丁目､ 金石西４丁目､ 金石東１丁目､ 金石東３丁目､ 金石本町､ 上荒屋１丁目､ 上

荒屋５丁目､ 神野町､ 神谷内町､ 上安原町､ 上安原南､ 上若松町､ 観法寺町､ 菊川１丁目､

北塚町､ 鞍月１丁目､ 鞍月３丁目､ 鞍月４丁目､ 鞍月５丁目､ 鞍月東１丁目､ 鞍月東２丁目､

窪１丁目､ 窪２丁目､ 窪３丁目､ 窪４丁目､ 窪５丁目､ 窪７丁目､ 黒田２丁目､ 小金町､ 御

供田町､ 小坂町､ 御所町､ 御所町１丁目､ 御所町２丁目､ 小立野１丁目､ 小立野２丁目､ 小

立野３丁目､ 小立野４丁目､ 小立野５丁目､ 古府町､ 西念１丁目､ 西念２丁目､ 西念３丁目､

西念４丁目､ 佐奇森町､ 桜田町､ 桜田町１丁目､ 桜田町２丁目､ 山王町１丁目､ 山王町２丁

目､ 四十万３丁目､ 四十万４丁目､ 四十万５丁目､ 四十万６丁目､ しじま台１丁目､ しじま

台２丁目､ 四十万町､ 寺中町､ 示野中町､ 示野町､ 十一屋町､ 城南１丁目､ 城南２丁目､ 新

神田２丁目､ 新神田３丁目､ 新神田４丁目､ 新神田５丁目､ 新保本５丁目､ 末町､ 鈴見台１

丁目､ 鈴見台２丁目､ 鈴見台３丁目､ 鈴見台５丁目､ 鈴見町､ 西都１丁目､ 西都２丁目､ 千

木１丁目､ 千木町､ 専光寺町､ 田井町､ 高尾１丁目､ 高尾２丁目､ 高尾３丁目､ 高尾台１丁

目､ 高尾台２丁目､ 高尾台３丁目､ 高尾台４丁目､ 高尾町､ 高尾南１丁目､ 高尾南２丁目､

高尾南３丁目､ 田上本町､ 田上町､ 高柳町､ 辰巳町､ 舘山町､ 玉鉾１丁目､ 玉鉾２丁目､ 玉

鉾３丁目玉鉾４丁目､ 玉鉾町､ 近岡町､ 塚崎町､ 土清水１丁目､ 土清水２丁目､ 土清水３丁

目､ つつじが丘､ 寺地１丁目､ 寺地２丁目､ 天神町１丁目､ 東力４丁目､ 東力町､ 直江北１

丁目､ 直江町､ 鳴和１丁目､ 鳴和２丁目､ 鳴和町､ 長坂２丁目､ 長坂３丁目､ 長坂台､ 長坂

町､ 中屋町､ 西泉１丁目､ 西泉２丁目､ 西泉３丁目､ 西泉４丁目､ 西泉５丁目､ 西泉６丁目､

西金沢１丁目､ 西金沢２丁目､ 西金沢３丁目､ 西金沢４丁目､ 西金沢５丁目､ 西金沢新町､

錦町､ 二宮町､ 額乙丸町､ 額新保１丁目､ 額新保２丁目､ 額谷１丁目､ 額谷３丁目､ 額谷町､

野田町､ 東長江町､ 光が丘１丁目､ 光が丘２丁目､ 光が丘３丁目､ 疋田１丁目､ 疋田２丁目､

久安１丁目､ 久安２丁目､ 久安３丁目､ 久安４丁目､ 久安６丁目､ 広岡２丁目､ 広岡３丁目､

福久２丁目､ 福増町､ 藤江北１丁目､ 藤江北２丁目､ 藤江北３丁目､ 伏見台１丁目､ 伏見台

２丁目､ 伏見台３丁目､ 普正寺町､ 二ツ屋町､ 平和町２丁目､ 平和町３丁目､ 法光寺町､ 法
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島町､ 保古１丁目､ 保古３丁目､ 保古町､ 間明１丁目､ 間明２丁目､ 松村１丁目､ 松村２丁

目､ 松村３丁目､ 松村４丁目､ 松村５丁目､ 松村６丁目､ 松村７丁目､ 松村町､ 大豆田本町､

三池町､ 三浦町､ 三口新町１丁目､ 三口新町２丁目､ 三口新町３丁目､ 三口新町４丁目､ 三

口町､ 三ツ屋町､ 南新保町､ 南森本町､ 弥勒町､ 南四十万１丁目､ 南塚町､ 三馬１丁目､ 三

馬３丁目､ 無量寺町､ 元町１丁目､ 元町２丁目､ 百坂町､ もりの里１丁目､ もりの里２丁目､

もりの里３丁目､ 森戸１丁目､ 諸江町､ 諸江町上丁､ 諸江町中丁､ 諸江町下丁､ 薬師堂町､

柳橋町､ 山ノ上５丁目､ 矢木３丁目､ 山科１丁目､ 山科２丁目､ 山科３丁目､ 山科町､ 弥生

２丁目､ 弥生３丁目､ 弓取町､ 八日市３丁目､ 八日市４丁目､ 八日市５丁目､ 八日市出町､

横川３丁目､ 横川５丁目､ 横川６丁目､ 横枕町､ 吉原町､ 米泉１丁目､ 米泉２丁目､ 米泉４

丁目､ 米泉５丁目､ 米泉６丁目､ 米泉７丁目､ 米泉８丁目､ 米泉９丁目､ 若草町､ 若松町１

丁目､ 若松町３丁目､ 若松町､ 涌波１丁目､ 涌波２丁目､ 涌波３丁目､ 涌波４丁目及び割出

町の各一部

3 まちなか地域 暁町､ 池田町立丁､ 石引３丁目､ 枝町､ 扇町､ 上柿木畠､ 観音町３丁目､ 兼六町､ 兼六元町､

小将町､ 下石引町､ 下本多町五番丁､ 下本多町六番丁､ 杉浦町､ 宝町､ 出羽町､ 天神町２丁

目､ 寺町２丁目､ 寺町３丁目､ 寺町４丁目､ 飛梅町､ 東兼六町､ 本多町１丁目､ 本多町２丁

目､ 本多町３丁目､ 丸の内､ 森山１丁目及び弥生１丁目の各全部並びに油車､ 池田町一番丁､

池田町二番丁､ 池田町三番丁､ 池田町四番丁､ 石引１丁目､ 石引２丁目､ 泉野町２丁目､ 茨

木町､ 卯辰町､ 鱗町､ 大手町､ 尾山町､ 尾張町２丁目､ 柿木畠､ 笠市町､ 笠舞３丁目､ 主計

町､ 川岸町､ 菊川１丁目､ 菊川２丁目､ 清川町､ 香林坊２丁目､ 小立野５丁目､ 此花町､ 小

橋町､ 子来町､ 材木町､ 幸町､ 桜町､ 三社町､ 十三間町､ 十三間町中丁､ 昌永町､ 昭和町､

白菊町､ 新竪町３丁目､ 千日町､ 高岡町､ 玉川町､ 中央通町､ 天神町１丁目､ 寺町１丁目､

寺町５丁目､ 常盤町､ 中川除町､ 長土塀１丁目､ 長土塀２丁目､ 長土塀３丁目､ 長町１丁目､

長町２丁目､ 長町３丁目､ 野町１丁目､ 野町２丁目､ 野町５丁目､ 東御影町､ 東山１丁目､

東山２丁目､ 東山３丁目､ 彦三町１丁目､ 彦三町２丁目､ 瓢�町､ 広坂２丁目､ 芳斉１丁目､

芳斉２丁目､ 法島町､ 堀川町､ 水溜町､ 武蔵町､ 森山２丁目､ 山の上町､ 安江町及び横山町

の各一部

4 生活産業地域 梅沢町､ 新保本３丁目､ 長田本町､ 増泉５丁目､ 松島２丁目､ 南広岡町､ 向中町及び元菊町

の各全部並びに浅野本町､ 浅野本町２丁目､ 泉本町４丁目､ 泉本町５丁目､ 泉本町６丁目､

泉本町７丁目､ 糸田２丁目､ 糸田新町､ 駅西本町１丁目､ 駅西本町２丁目､ 駅西本町３丁目､

駅西本町４丁目､ 駅西本町５丁目､ 駅西本町６丁目､ 大友町､ 大野４丁目､ 大場町､ 沖町､

大河端町､ 押野１丁目､ 押野２丁目､ 乙丸町､ 金石西１丁目､ 金石東１丁目､ 金石本町､ 神

谷内町､ 上荒屋５丁目､ 神野１丁目､ 神野町､ 上安原南､ 神田１丁目､ 神田２丁目､ 北町､

北安江２丁目､ 北安江３丁目､ 北安江４丁目､ 京町､ 黒田１丁目､ 黒田２丁目､ 御供田町､

小坂町､ 古府１丁目､ 古府２丁目､ 古府３丁目､ 古府町､ 西念４丁目､ 桜田町１丁目､ 桜田

町２丁目､ 桜田町３丁目､ 寺中町､ 示野中町１丁目､ 示野中町２丁目､ 示野町､ 白菊町､ 神

宮寺２丁目､ 神宮寺３丁目､ 神宮寺町､ 新保本４丁目､ 新保本５丁目､ 進和町､ 西都１丁目､

西都２丁目､ 千日町､ 大和町､ 高畠１丁目､ 高畠２丁目､ 高畠３丁目､ 高柳町､ 玉鉾１丁目､

玉鉾２丁目､ 玉鉾４丁目､ 近岡町､ 東力２丁目､ 東力町､ 戸水１丁目､ 戸水２丁目､ 直江北

１丁目､ 直江町､ 長田１丁目､ 長田２丁目､ 中橋町､ 中村町､ 七ツ屋町､ 鳴和１丁目､ 鳴和

２丁目､ 西泉４丁目､ 西泉５丁目､ 西泉６丁目､ 西金沢１丁目､ 西金沢２丁目､ 西金沢新町､

額新保１丁目､ 額新保２丁目､ 野町５丁目､ 八田町､ 藤江北１丁目､ 藤江北２丁目､ 藤江南

１丁目､ 藤江南２丁目､ 藤江南３丁目､ 普正寺町､ 二口町､ 二ツ寺町､ 保古１丁目､ 保古３

丁目､ 間明町､ 間明２丁目､ 増泉１丁目､ 増泉２丁目､ 増泉３丁目､ 増泉４丁目､ 松島１丁

目､ 松島３丁目､ 松島町､ 松村１丁目､ 松村２丁目､ 松村町､ 大豆田本町､ 三池町､ 御影町､

湊３丁目､ 南新保町､ 本江町､ 森戸１丁目､ 森戸２丁目､ 諸江町､ 諸江町上丁､ 矢木３丁目､

薬師堂町､ 横川３丁目､ 横川６丁目､ 横川７丁目､ 米泉町１丁目､ 米泉町２丁目､ 米泉町６

丁目､ 米泉町７丁目､ 米泉町８丁目､ 米泉町10丁目､ 若宮１丁目､ 若宮２丁目､ 若宮町及び
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割出町の各一部

5 生産業務地域 いなほ１丁目､ 東蚊爪町１丁目､ 東蚊爪町２丁目､ 北陽台１丁目､ 北陽台２丁目､ 北陽台３

丁目､ 湊１丁目､ 湊３丁目､ 湊４丁目､ 無量寺１丁目､ 無量寺２丁目及び無量寺３丁目の各

全部並びに赤土町､ 粟崎町５丁目､ 打木町､ 畝田中４丁目､ 畝田西１丁目､ 畝田西４丁目､

畝田町､ 大野町４丁目､ 桂町､ 金市町､ 金石北１丁目､ 金石北３丁目､ 河原市町､ 観音堂町､

北間町､ 御供田町､ 五郎島町､ 佐奇森町､ 寺中町､ 示野町､ 下安原町､ 下涌波町､ 正部町､

須崎町､ 専光寺町､ 近岡町､ 月浦町､ 戸水２丁目､ 戸水町､ 豊穂町､ 中屋町､ 東蚊爪町､ 二

ツ寺町､ 福久町､ 福久２丁目､ 福久東１丁目､ 福増町､ 松村６丁目､ 松村７丁目､ 湊２丁目､

南森本町､ 百坂町及び薬師町の各一部

6 流通業務地域 問屋町１丁目及び問屋町２丁目の各全部並びに赤土町､ 浅野本町､ 浅野本町１丁目､ 浅野本

町２丁目､ 旭町､ 有松１丁目､ 有松２丁目､ 有松３丁目､ 有松４丁目､ 有松５丁目､ 出雲町､

磯部町､ 今町､ 泉が丘１丁目､ 泉が丘２丁目､ 泉野町１丁目､ 泉野町４丁目､ 泉野町５丁目､

泉野町６丁目､ 入江２丁目､ 入江３丁目､ 畝田中２丁目､ 畝田中３丁目､ 畝田西２丁目､ 畝

田西３丁目､ 畝田東４丁目､ 畝田町､ 梅田町､ 駅西新町２丁目､ 駅西新町３丁目､ 駅西本町

６丁目､ 大友２丁目､ 大友町､ 大浦町､ 大桑町､ 大額２丁目､ 大額３丁目､ 大額町､ 押野１

丁目､ 押野２丁目､ 押野３丁目､ 大場町､ 沖町､ 乙丸町､ 蚊爪町､ 笠舞１丁目､ 笠舞２丁目､

笠舞３丁目､ 笠舞本町１丁目､ 笠舞本町２丁目､ 観音堂町､ 神谷内町､ 観法寺町､ 上荒屋１

丁目､ 神野１丁目､ 神野町､ 菊川１丁目､ 北安江２丁目､ 北安江３丁目､ 北安江４丁目､ 木

越町､ 岸川町､ 北森本町､ 北塚町､ 鞍月３丁目､ 鞍月４丁目､ 鞍月東１丁目､ 窪２丁目､ 窪

３丁目､ 窪４丁目､ 窪５丁目､ 窪７丁目､ 黒田１丁目､ 御供田町､ 小坂町､ 古府１丁目､ 古

府２丁目､ 古府３丁目､ 古府西１丁目､ 古府町､ 佐奇森町､ 桜田町､ 桜田町１丁目､ 桜田町

２丁目､ 桜田町３丁目､ 四十万３丁目､ 四十万４丁目､ 四十万５丁目､ 四十万６丁目､ しじ

ま台１丁目､ しじま台２丁目､ 四十万町､ 寺中町､ 示野中町､ 示野中町１丁目､ 示野町､ 下

安原町､ 十一屋町､ 新保本１丁目､ 新保本４丁目､ 新保本５丁目､ 進和町､ 西都１丁目､ 西

都２丁目､ 千木１丁目､ 千木町､ 専光寺町､ 千田町､ 田上本町､ 田上町､ 高柳町､ 田中町､

高尾１丁目､ 高尾２丁目､ 高尾３丁目､ 高尾台１丁目､ 高尾台２丁目､ 高尾台３丁目､ 高尾

台４丁目､ 高尾南１丁目､ 高尾南２丁目､ 高尾南３丁目､ 高畠３丁目､ 玉鉾１丁目､ 玉鉾２

丁目､ 玉鉾３丁目､ 玉鉾町､ 近岡町､ 寺地１丁目､ 寺地２丁目､ 問屋町３丁目､ 東力２丁目､

東力４丁目､ 東力町､ 利屋町､ 戸水１丁目､ 戸水２丁目､ 豊穂町､ 直江町､ 長坂２丁目､ 長

坂３丁目､ 長坂台､ 長坂町､ 七ツ屋町､ 二宮町､ 錦町､ 西金沢３丁目､ 西金沢４丁目､ 西金

沢５丁目､ 額乙丸町､ 額谷１丁目､ 額谷３丁目､ 額谷町､ 野田町､ 東蚊爪町､ 疋田１丁目､

疋田２丁目､ 疋田３丁目､ 疋田町､ 光が丘１丁目､ 光が丘２丁目､ 光が丘３丁目､ 久安１丁

目､ 久安２丁目､ 久安３丁目､ 久安４丁目､ 福久町､ 福久２丁目､ 福久東１丁目､ 福増町､

藤江北１丁目､ 藤江北２丁目､ 藤江北３丁目､ 藤江南１丁目､ 藤江南２丁目､ 藤江南３丁目､

伏見台１丁目､ 伏見台２丁目､ 伏見台３丁目､ 二口町､ 二ツ屋町､ 二日市町､ 法光寺町､ 保

古３丁目､ 保古町､ 間明町､ 間明町２丁目､ 松島１丁目､ 松島３丁目､ 松島町､ 松寺町､ 松

村３丁目､ 松村４丁目､ 松村７丁目､ 大豆田本町､ 三池新町､ 三池町､ 三浦町､ 三口新町１

丁目､ 三口新町２丁目､ 三口新町３丁目､ 三口新町４丁目､ 湊２丁目､ 南新保町､ 南森本町､

宮保町､ 三馬１丁目､ 三馬３丁目､ 無量寺町､ 諸江町中丁､ 諸江町下丁､ 元町１丁目､ 元町

２丁目､ 百坂町､ 森戸１丁目､ 森戸２丁目､ もりの里１丁目､ もりの里２丁目､ もりの里３

丁目､ 森山２丁目､ 柳橋町､ 山科２丁目､ 山科３丁目､ 山科町､ 弥生２丁目､ 弥生３丁目､

八日市５丁目､ 八日市出町､ 米泉町１丁目､ 米泉町２丁目､ 若草町､ 稚日野町､ 若宮１丁目､

若宮２丁目､ 涌波１丁目､ 涌波２丁目､ 涌波３丁目､ 涌波４丁目及び割出町の各一部

7 商業業務地域 青草町､ 駅西本町４丁目､ 上近江町､ 木倉町､ 北安江町､ 木の新保七番丁､ 香林坊１丁目､

醒ケ井町､ 下近江町､ 下堤町､ 下松原町､ 折違町､ 大工町､ 竪町､ 玉井町､ 長田町､ 西町三

番丁､ 西町四番丁､ 西町藪ノ内通､ 西堀川町､ 博労町､ 日吉町､ 広岡１丁目､ 広岡町､ 堀川

角場､ 本町２丁目及び柳町の各全部並びに浅野本町､ 浅野本町１丁目､ 浅野本町２丁目､ 油



２ 照明環境形成地域の区域図

別図 (登載省略) のとおり

３ 照明環境形成基準となる事項及びその内容

� 照明環境形成基準となる事項

ア 照明環境の形成の目標

イ 屋外照明設備共通の事項

① 照明方法

② 照明器具 (光源を含む｡)

③ 屋外照明設備の形態及び色彩その他の意匠

④ その他

ウ 対象施設別の事項

① 交通施設照明

② 屋外施設照明

③ 建造物等の照明

④ 広告照明

⑤ その他

� 照明環境形成基準の内容

別紙 (登載省略) のとおり

４ 夜間景観形成区域の名称及び位置
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車､ 有松１丁目､ 有松２丁目､ 粟崎町２丁目､ 粟崎町３丁目､ 池田町一番丁､ 池田町二番丁､

池田町三番丁､ 池田町四番丁､ 石引１丁目､ 石引２丁目､ 泉２丁目､ 泉３丁目､ 泉が丘１丁

目､ 泉が丘２丁目､ 泉野町４丁目､ 泉野町６丁目､ 泉本町１丁目､ 泉本町３丁目､ 泉本町５

丁目､ 泉本町６丁目､ 泉本町７丁目､ 入江１丁目､ 入江２丁目､ 入江３丁目､ 鱗町､ 駅西新

町３丁目､ 駅西本町１丁目､ 駅西本町２丁目､ 駅西本町３丁目､ 駅西本町５丁目､ 円光寺２

丁目､ 円光寺３丁目､ 大手町､ 大野町４丁目､ 大野町５丁目､ 大�町､ 尾山町､ 尾張町１丁

目､ 尾張町２丁目､ 柿木畠､ 笠市町､ 主計町､ 片町１丁目､ 片町２丁目､ 金石北１丁目､ 金

石西１丁目､ 金石西２丁目､ 金石西３丁目､ 金石西４丁目､ 春日町､ 上若松町､ 神田１丁目､

神田２丁目､ 菊川１丁目､ 北安江１丁目､ 北安江３丁目､ 京町､ 鞍月１丁目､ 鞍月４丁目､

鞍月５丁目､ 鞍月東１丁目､ 鞍月東２丁目､ 香林坊２丁目､ 小金町､ 小坂町､ 小立野２丁

目､ 小立野３丁目､ 小立野４丁目､ 此花町､ 西念１丁目､ 西念２丁目､ 西念３丁目､ 西念４

丁目､ 西念町､ 里見町､ 三社町､ 十間町､ 下柿木畠､ 十一屋町､ 昌永町､ 昭和町､ 白菊町､

新神田２丁目､ 新神田３丁目､ 新神田４丁目､ 新神田５丁目､ 神宮寺１丁目､ 神宮寺２丁目､

神宮寺３丁目､ 新竪町３丁目､ 西都１丁目､ 高岡町､ 高柳町､ 中央通町､ 寺町５丁目､ 戸水

１丁目､ 戸水２丁目､ 長田１丁目､ 長田２丁目､ 長土塀１丁目､ 長土塀２丁目､ 長土塀３丁

目､ 中橋町､ 長町１丁目､ 長町２丁目､ 長町３丁目､ 中村町､ 七ツ屋町､ 鳴和１丁目､ 鳴和

２丁目､ 西泉１丁目､ 西泉２丁目､ 西泉３丁目､ 西泉４丁目､ 西金沢１丁目､ 野町１丁目､

野町２丁目､ 橋場町､ 東山１丁目､ 東山３丁目､ 彦三町１丁目､ 彦三町２丁目､ 久安６丁目､

瓢�町､ 広岡２丁目､ 広岡３丁目､ 広坂１丁目､ 広坂２丁目､ 二ツ屋町､ 淵上町､ 平和町２

丁目､ 平和町３丁目､ 芳斉１丁目､ 芳斉２丁目､ 堀川町､ 本町１丁目､ 間明町１丁目､ 間明

町２丁目､ 増泉１丁目､ 増泉２丁目､ 増泉３丁目､ 増泉４丁目､ 御影町､ 水溜町､ 南安江町､

弥勒町､ 武蔵町､ 元町２丁目､ 百坂町､ もりの里１丁目､ もりの里２丁目､ もりの里３丁目､

森山２丁目､ 安江町､ 山の上町､ 山科１丁目､ 山科２丁目､ 山科３丁目､ 弥生２丁目､ 吉原

町､ 横川５丁目､ 横川６丁目､ 横川７丁目､ 米泉町１丁目､ 米泉町７丁目､ 米泉町９丁目､

及び若草町の各一部

番号 区 域 名 位 置

1 自然景観保全 鶯町､ 卯辰町､ 大桑新町､ 角間新町､ 川岸町､ 観音町３丁目､ 清川町､ 子来町､ 城南１丁目､
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区域 鈴見台４丁目､ 鈴見台５丁目､ 田上１丁目､ 田上２丁目､ 田上新町､ 舘町､ 土清水町､ 土清

水１丁目､ 土清水３丁目､ つつじが丘､ 常盤町､ 豊国町､ 西大桑町､ 東御影町､ 淵上町､ 三

口新町及び若松町２丁目の各全部並びに浅野本町､ 浅野本町１丁目､ 浅野本町２丁目､ 旭町､

旭町１丁目､ 旭町２丁目､ 旭町３丁目､ 石引２丁目､ 磯部町､ 梅沢町､ 円光寺町､ 大桑町､

大額町､ 沖町､ 乙丸町､ 尾張町２丁目､ 角間町､ 笠市町､ 笠舞町､ 笠舞２丁目､ 春日町､ 片

町１丁目､ 片町２丁目､ 上中町､ 神谷内町､ 菊川１丁目､ 菊川２丁目､ 京町､ 窪１丁目､ 窪

３丁目､ 窪町､ 小坂町､ 御所１丁目､ 御所町､ 小立野１丁目､ 小立野２丁目､ 小立野３丁目､

小立野５丁目､ 小橋町､ 材木町､ 幸町､ 桜町､ 四十万町､ 十一屋町､ 十三間町､ 昌永町､ 城

南２丁目､ 白菊町､ 末広町､ 末町､ 杉浦町､ 鈴見台１丁目､ 鈴見台２丁目､ 鈴見台３丁目､

鈴見町､ 千日町､ 田井町､ 大和町､ 高尾１丁目､ 高尾町､ 高尾南１丁目､ 田上本町､ 田上町､

高柳町､ 田中町､ 舘山町､ 中央通町､ 銚子町､ 塚崎町､ 月浦町､ 土清水２丁目､ 寺町１丁目､

寺町３丁目､ 寺町５丁目､ 中川除町､ 長坂町､ 長土塀３丁目､ 中村町､ 七ツ屋町､ 鳴和台､

鳴和町､ 錦町､ 西堀川町､ 額谷町､ 野田町､ 橋場町､ 東長江町､ 東山１丁目､ 東山２丁目､

東山３丁目､ 彦三町１丁目､ 瓢�町､ 平和町２丁目､ 別所町､ 法島町､ 堀川町､ 大豆田本町､

御影町､ 三口新町１丁目､ 三口新町３丁目､ 三口新町４丁目､ 三小牛町､ 南御所町､ 南四十

万１丁目､ 本江町､ 元町２丁目､ 百坂町､ 淵上町､ 法光寺町､ 法島町､ 柳橋町､ 山科町､ 山

の上町､ 山ノ上町５丁目､ 横山町､ 吉原町､ 若松町､ 若松町１丁目､ 若松町３丁目､ 涌波１

丁目､ 涌波２丁目及び涌波４丁目の各一部

2 歴史的景観保

全区域

石引１丁目､ 石引３丁目､ 石引４丁目､ 池田町立丁､ 茨木町､ 枝町､ 大野町２丁目､ 大野町

３丁目､ 大野町５丁目､ 大野町６丁目､ 大野町７丁目､ 主計町､ 金石相生町､ 金石西２丁目､

金石西４丁目､ 上柿木畠､ 兼六町､ 下石引町､ 下本多町５番丁､ 下本多町６番丁､ 十間町､

出羽町､ 西町３番丁､ 西町４番丁､ 西町藪ノ内通､ 飛梅町､ 広坂２丁目及び八幡町の各全部

並びに暁町､ 油車､ 池田町１番丁､ 池田町２番丁､ 池田町３番丁､ 池田町４番丁､ 石引２丁

目､ 泉１丁目､ 泉２丁目､ 泉３丁目､ 泉が丘１丁目､ 泉野町３丁目､ 泉本町４丁目､ 今町､

鶯町､ 卯辰町､ 鱗町､ 扇町､ 大手町､ 大野町１丁目､ 大野町４丁目､ 大�町､ 尾山町､ 尾張

町１丁目､ 尾張町２丁目､ 柿木畠､ 笠舞３丁目､ 春日町､ 片町２丁目､ 金石北１丁目､ 金石

北２丁目､ 金石北４丁目､ 金石西１丁目､ 金石西３丁目､ 上近江町､ 観音町３丁目､ 菊川１

丁目､ 菊川２丁目､ 木倉町､ 岸川町､ 北森本町､ 清川町､ 兼六元町､ 香林坊２丁目､ 小将町､

小立野２丁目､ 小立野３丁目､ 小立野４丁目､ 小立野５丁目､ 子来町､ 幸町､ 材木町､ 里見

町､ 三社町､ 十一屋町､ 十三間町､ 十三間町中丁､ 昭和町､ 白菊町､ 新竪町３丁目､ 杉浦町､

千日町､ 高岡町､ 宝町､ 田島町､ 玉川町､ 寺町１丁目､ 寺町２丁目､ 寺町３丁目､ 寺町４丁

目､ 寺町５丁目､ 天神町１丁目､ 天神町２丁目､ 利屋町､ 中川除町､ 中橋町､ 長町１丁目､

長町２丁目､ 長町３丁目､ 長土塀１丁目､ 野町１丁目､ 野町２丁目､ 野町３丁目､ 野町４丁

目､ 野町５丁目､ 博労町､ 橋場町､ 東兼六町､ 東山１丁目､ 東山２丁目､ 彦三町１丁目､ 広

坂１丁目､ 二俣町､ 二日市町､ 芳斉１丁目､ 芳斉２丁目､ 本多町１丁目､ 本多町２丁目､ 本

多町３丁目､ 増泉１丁目､ 丸の内､ 水溜町､ 山の上町､ 弥生１丁目､ 湯涌荒屋町､ 湯涌田子

島町､ 湯涌町及び横山町の各一部

3 にぎわい景観

創出区域

木の新保７番丁､ 下近江町､ 下柿木畠､ 下松原町､ 大工町､ 竪町､ 玉井町及び柳町の各全部

並びに青草町､ 暁町､ 油車､ 池田町一番丁､ 池田町二番丁､ 池田町三番丁､ 池田町四番丁､

鱗町､ 駅西新町３丁目､ 駅西本町１丁目､ 駅西本町２丁目､ 駅西本町３丁目､ 扇町､ 大手町､

尾山町､ 尾張町１丁目､ 尾張町２丁目､ 柿木畠､ 片町１丁目､ 片町２丁目､ 上近江町､ 木倉

町､ 北安江町､ 鞍月１丁目､ 鞍月４丁目､ 鞍月５丁目､ 鞍月東１丁目､ 鞍月東２丁目､ 兼六

元町､ 香林坊１丁目､ 香林坊２丁目､ 小将町､ 此花町､ 西念町､ 西念１丁目､ 西念２丁目､

西念３丁目､ 西念４丁目､ 幸町､ 里見町､ 下堤町､ 十三間町､ 十三間町中丁､ 昭和町､ 新竪

町３丁目､ 折違町､ 西都１丁目､ 高岡町､ 戸水１丁目､ 戸水２丁目､ 野町１丁目､ 野町２丁

目､ 博労町､ 橋場町､ 東山１丁目､ 東山２丁目､ 東山３丁目､ 彦三町１丁目､ 彦三町２丁目､

日吉町､ 瓢�町､ 広岡町､ 広岡１丁目､ 広岡２丁目､ 広岡３丁目､ 広坂１丁目､ 堀川町､ 本



５ 夜間景観形成区域の区域図

別図 (登載省略) のとおり

６ 夜間景観形成基準となる事項及びその内容

� 夜間景観形成基準となる事項

ア 夜間景観の形成の目標

イ 屋外照明設備共通の事項

① 照明方法

② 照明器具 (光源を含む｡)

③ 屋外照明設備の形態及び色彩その他の意匠

④ その他

ウ 対象施設別の事項

① 交通施設照明

② 屋外施設照明

③ 建造物等の照明

④ 広告照明

⑤ その他

� 夜間景観形成基準の内容

別紙 (登載省略) のとおり
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

�金沢市告示第92号

昭和44年告示第29号 (消防法第24条の規定により火災を発見した者の通報すべき場所について) の一部を次のよう

に改正する｡

平成18年４月１日

金沢市長 山 出 保

｢金沢市消防本部｣ を ｢金沢市消防局｣ に改める｡

�金沢市公営企業告示第５号

公共下水道の供用及び終末処理場による下水の処理を開始するので､ 下水道法 (昭和33年法律第79号) 第９条の規

定により､ 次のとおり告示します｡

なお､ 関係図面は､ 金沢市企業局建設部建設課において､ 一般の縦覧に供します｡

平成18年４月１日

金沢市公営企業管理者 山 本 文 男

１ 公共下水道の供用及び下水の処理を開始する年月日

平成18年４月１日

２ 公共下水道の供用及び下水の処理を開始する区域

� 野田土地区画整理事業地の一部

� 観音堂町､ 松寺町､ 南森本町､ 塚崎町､ 吉原町及び戸板第２土地区画整理事業地の各一部

� 専光寺町の一部

３ 供用を開始する排水施設の位置

縦覧に供する関係図面において表示する｡

４ 当該公共下水道の終末処理場の位置及び名称

� ２の�の区域に係る当該公共下水道の終末処理場の位置及び名称

位置 金沢市東力町ハ272番地
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町１丁目､ 本町２丁目､ 本多町２丁目､ 本多町３丁目､ 水溜町､ 南安江町､ 武蔵町､ 森山１

丁目､ 森山２丁目､ 安江町､ 山の上町及び横山町の各一部

公 営 企 業 告 示



名称 西部水質管理センター

� ２の�の区域に係る当該公共下水道の終末処理場の位置及び名称

位置 金沢市湊３丁目５番地８

名称 臨海水質管理センター

� ２の�の区域に係る当該公共下水道の終末処理場の位置及び名称

位置 金沢市下安原町東1301番地

名称 犀川左岸浄化センター

５ 供用を開始する排水施設の合流式又は分流式の別

分流式

金沢都市計画下水道事業受益者負担に関する条例 (昭和47年条例第44号) 第５条の規定により､ 下水道事業受益者

負担金の賦課対象区域を次のように定めます｡

平成18年４月１日

金沢市公営企業管理者 山 本 文 男

第３負担区

野田土地区画整理事業地の各一部

第４負担区

窪３丁目､ 諸江町及び横枕町の各一部

第５負担区

八日市２丁目､ 若松町､ 田上町及び田上本町土地区画整理事業地の各一部

第６負担区

打木町､ 専光寺町､ 佐奇森町､ 赤土町､ 寺中町､ 畝田西２丁目､ 直江町､ 大河端町､ 諸江町､ 木越町及び木曳野

土地区画整理事業地の各一部

第７負担区

示野町､ 普正寺町､ 無量寺町､ 磯部町､ 沖町､ 松寺町､ 宮保町､ 今昭町､ 千田町､ 千木町､ 大場町､ 八田町､ 才

田町､ 弥勒町､ 忠縄町､ 吉原町､ 塚崎町､ 月浦町､ 浅川町､ 上中町､ 銚子町､ 末町､ 辰巳町､ 上辰巳町､ 戸板第２

土地区画整理事業地､ 木曳野土地区画整理事業地､ 大桑第３土地区画整理事業地､ 三池高柳土地区画整理事業地及

びいなほ工業団地土地区画整理事業地の各一部

平成18年(2006年)４月１日 号外第９号 金 沢 市 公 報
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公 営 企 業 公 告
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